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臨時議会が開催されました臨時議会が開催されました臨時議会が開催されました臨時議会が開催されました    
 

7月 27日から 28日の 2日間の日程で臨時議会が開かれ、議会の新人事が決

定致しました。 

今後 1年間、新たな体制のもと議会が開かれることとなります。 

闊達な議論のできる議会、開かれた議会がこれから求められてくると考えて

います。 

その実現のため、私も一層の努力をして参りたいと思っております。 

新人事が決定新人事が決定新人事が決定新人事が決定！！！！    

□ 議長：中山廣司（公明党議員団） 

□ 副議長：佐藤守（新政会） 

□ 監査委員：畑広次郎（市民クラブ）、神吉耕藏（新政会） 

引き続き、今年も福祉環境常任委員会に所属します引き続き、今年も福祉環境常任委員会に所属します引き続き、今年も福祉環境常任委員会に所属します引き続き、今年も福祉環境常任委員会に所属します    

私は今年度も福祉環境常任委員会に所属します。（申し合わせにより、2年間所属することになっています） 

福祉環境常任委員会は非常に身近で大切な問題を扱う委員会です。 

なお、委員長は村上孝義議員（市民クラブ）となりました。闊達な議論のできる委員会となるためにも、微力

ながらお手伝いしていきたいと思っています。 

常 任 委 員 会 っ て常 任 委 員 会 っ て常 任 委 員 会 っ て常 任 委 員 会 っ て ? ?? ?? ?? ? 

常任委員会は、議会に常設された委員会で、本会議で付託された議案や請願、陳情などを少人数で専門的に審議

する機関です。所管する事項について、委員会で審議することで、議会での審議の能率化を図っています。また、

議会で付議された事案については、閉会中も審査することができ、本市では基本的に月 1回行われています。 

なお、加古川市では、3つの委員会が設けられています。委員の任期は申し合わせで 2年となっています。 

 

【加古川市の常任委員会】【加古川市の常任委員会】【加古川市の常任委員会】【加古川市の常任委員会】    

□総務教育常任委員会・・・企画部、総務部、税務部、会計室、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査 

             委員及び教育委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項 

□建設経済常任委員会・・・地域振興部、建設部、都市計画部、下水道部、水道局及び農業委員会の所属に関す 

             る事項 

□福祉環境常任委員会・・・市民部、環境部、福祉部及び市民病院の所管に属する事項 



 
なかむら亮太プロフィール 
1981年 4月 4日生 妻と 2人暮らし 加古川町木村在住 

白陵中学・高等学校、関西学院大学法学部卒 

大学生の頃、落選中の岡田康裕氏をボランティアスタッフとして応援 

大学卒業後は証券会社に勤務。数十社のベンチャー企業の株式上場に携わる。 

岡田康裕衆議院議員の公設秘書を経て、2010年 7月より加古川市議会議員 

趣味：趣味：趣味：趣味：旅行、読書、歴史的なものを見ること 

尊敬する人物：尊敬する人物：尊敬する人物：尊敬する人物：土方歳三、広田弘毅 

好きな言葉：好きな言葉：好きな言葉：好きな言葉：なせば成る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページも是非ご覧くホームページも是非ご覧くホームページも是非ご覧くホームページも是非ご覧ください！ださい！ださい！ださい！    

http://ryotanakamura.com/http://ryotanakamura.com/http://ryotanakamura.com/http://ryotanakamura.com/    

旧県立加古川病院跡地の利旧県立加古川病院跡地の利旧県立加古川病院跡地の利旧県立加古川病院跡地の利用事業者が決定！用事業者が決定！用事業者が決定！用事業者が決定！    

ブブブブログもログもログもログもご覧下さい→ご覧下さい→ご覧下さい→ご覧下さい→    

もしくは検索サイトでもしくは検索サイトでもしくは検索サイトでもしくは検索サイトで    

検索 なかむら亮太なかむら亮太なかむら亮太なかむら亮太    

長い間放置されたままであった旧県立加古川病院跡地ですが、この度利用事業者が決定いたしました。この問題

については、私も一般質問で取り上げたこともあり非常に関心をもっておりましたが、ようやく事業者が決まり

安堵しています。前回のように途中で事業者が撤退することのないよう願っていますし、事業完了まで問題のな

いよう注視していきたいと思っています。 

【事業の内容と今後】【事業の内容と今後】【事業の内容と今後】【事業の内容と今後】    

１．事業予定者 

 

区分 名称等 所在地 主な業務内容

代表事業者
昭和住宅株式会社
（代表取締役　湖中　明憲）

加古川市平岡町新在家117
分譲住宅・分譲マンション・注文住宅
その他請負工事

グループ事業者
前川建設株式会社
（代表取締役　前川　容洋）

加古川市野口町良野1506 総合建設業（建築・土木・舗装）
 

２．事業予定者からの提案概要 

 ①事業方針 

  ・地域医療提供施設と居住施設を複合的に整備し、新しい街をつくる。 

  ・バリアフリーへの配慮、長期優良住宅認定取得、街並が統一された住宅地の形成、セキュリティ対策、 

   太陽光発電の設置等、安心安全で快適な住宅を提供する。 

②施設計画 

 

施設の種類 延床（専有）面積 構造
診療所（内科、整形外科、歯科） 824㎡ 鉄骨造3階建
分譲マンション（62戸） 5,160㎡ ＲＣ造8階建
戸建分譲（37区画） 4,968㎡ －
店舗（薬局・ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等）、賃貸マンション（27戸） 2,450㎡ ＲＣ造10階建  

                               ※RC造：鉄筋コンクリート構造のこと 

３．今後の予定 

 □平成 23年 10月・・・・・・・・・・・・・・・ 土地売買契約締結 

 □都市計画法第 29条に基づく開発許可取得後・・・ 土地の引き渡し 

 □平成 24年末ごろ・・・・・・・・・・・・・・・ 住宅販売開始 

 □平成 25年秋ごろ・・・・・・・・・・・・・・・ 診療所運営開始 

  ※建物の取り壊しについては、正式に契約が締結され、土地が引き渡されてからとなります。 

                               （県病院局企画課広報資料より抜粋） 


